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（別添） 

 

「全国一斉多重債務者相談ウィーク」の実施要領 

 

１．概要 

 ① 多重債務者対策本部、日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）及び日

本司法書士会連合会（以下「日司連」という。）が共催で、平成19年 12月

10日（月）～16日（日）の間、「全国一斉多重債務者相談ウィーク」を設

ける。 
 
 ② 共催団体連名で全国の都道府県に呼びかけ、「全国一斉多重債務者相談ウィ

ーク」中の特定日に、都道府県及び当該都道府県の弁護士会・司法書士会が

共同で無料相談会を実施する（実施日は各都道府県及び当該都道府県の弁護

士会・司法書士会が相談して決定する。）。 
 
 ③ 無料相談会の実施主体は都道府県及び当該都道府県の弁護士会・司法書士

会とし、周辺市町村の相談員（又は相談に当たる職員。以下「相談員等」と

いう。）の参加を呼びかける（既に、「多重債務者対策本部（又は協議会）」

を設置している都道府県においては、本部を実施主体とすることも可とす

る。）。 
 

 ④ 当日は、自治体の相談員等と弁護士又は司法書士が同席して多重債務者相

談に当たり、多重債務者を債務整理に導くことを基本とする。 
 
 ⑤ 本企画は、改正貸金業法等の完全施行時までに相談窓口の整備を求められ

る市町村の相談員等が、弁護士又は司法書士と同席して多重債務者相談を行

うことにより、相談に関する経験を積む実地研修としても位置付ける。 

 

２．費用負担 

 ① 当日参加する弁護士・司法書士の費用は交通費を含め全て弁護士会・司法

書士会側で負担する。 
 
 ② 相談会の会場は、各都道府県と当該都道府県の弁護士会・司法書士会が相

談の上適宜確保する（各都道府県の体育館を利用することや、消費生活セン

ター、弁護士会・司法書士会の施設を利用することが考えられる。）。 
 

 ③ 当日、相談用の仮設電話を設置する場合の費用は、原則として弁護士会・

司法書士会側で負担する。 
 
 ④ 「全国一斉多重債務者相談ウィーク」の広報は、金融庁の広報予算を使用

して全国展開するとともに、日弁連・日司連も独自の広報活動を行う。併せ

て、各都道府県の広報紙も利用する。 
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３．期待される効果 

 ① 全国的に多重債務者相談会を宣伝することで、潜在的な多重債務者が相談

窓口を訪れる契機を提供する。 
 
 ② 自治体の相談員等が弁護士・司法書士と同席して多重債務者相談に当たる

ことにより、多重債務者相談に関する経験を積むことが期待できる。 
 
 ③ 相談員等と弁護士・司法書士が連携してこのようなイベントを実施するこ

とで、双方の連携が深まる。 

 

４．留意点 

 ① 無料相談会を経て、具体の債務整理の手続きに移行する場合、相談者が特

定調停による債務整理が適当と判断されれば、弁護士・司法書士は積極的に

特定調停の手続きを薦め、相談者の費用負担軽減に努める。 
 

 ② 無料相談会には生活に困窮している多重債務者が多いと予想されることか

ら、仮に、弁護士・司法書士が受任することになった場合には、弁護士費用・

司法書士費用については、その実情に応じ極力低廉な価格に設定し、併せて

分割返済を基本とする。 
 
 ③ 来年度以降の実施については、各自治体の相談窓口の整備状況を踏まえ多

重債務者対策本部本部長（金融担当大臣）が決定する。 

 

※ 実施に当たっては、本実施要領を基本とし、詳細については、各都道府県と

当該都道府県の弁護士会・司法書士会が相談の上定めることとする。 


